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◉群馬県告示第４２８号
　群馬県民の日を定める条例第５条の規定により県民の日に限り免除する使用料の告示（昭和６０年群馬県告示第

６６９号）の一部を次のように改正する。

　　平成１７年７月１２日

群馬県知事　小　寺　弘　之　　

　第１７項の次に次の１項を加える。

１ ８　群馬県立ぐんま昆虫の森の設置及び管理に関する条例（平成１７年群馬県条例第４６号）第６条第１項の入

園料

� �

　特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

　なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、申請に係る変更後の定款を群馬県ＮＰＯ・ボランティア

推進課において縦覧に供する。

　　平成１７年７月１２日

群馬県知事　小　寺　弘　之　　

１　申請のあった年月日　平成１７年６月２８日

２　特定非営利活動法人の名称　特定非営利活動法人あすなろ会

３　代表者の氏名　近藤政美
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４　主たる事務所の所在地　北群馬郡榛東村大字新井１５３９番地３

５ 　定款に記載された目的　この法人は、要介護者及びその介護者が主体的且つ喜びをもって地域で暮らすことを

支援することを目的とする。

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び当該指定に係る

居宅サービス事業を行う事業所をサービスの種類ごとに平成１７年７月１日、次のとおり指定した。

　　平成１７年７月１２日

群馬県知事　小　寺　弘　之　　

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 サービスの種類

株式会社沼田屋タクシー ケアサポートぬまたや 桐生市新宿３－４－４５ 訪問介護

有限会社グループホーム

よろずのさと

よろずのさとケアサービ

ス
伊勢崎市美茂呂町３９７３－３ 訪問介護

群馬県高齢者生活協同組

合

ヘルパーステーションと

もだち
高崎市中居町２－２２－１８ 訪問介護

有限会社ほほえみ あんしん介護 高崎市天神町２６－１ 訪問介護

群馬郵便逓送株式会社 訪問介護事業所ふる里 太田市東長岡町１２１２－１ 訪問介護

社団法人桐生市医師会

社団法人桐生市医師会立

ヘルパーステーションき

りゅう

桐生市錦町３－６－１５生方ビル

１０１号
訪問介護

パナケア真中株式会社
パナケア真中（株）伊勢崎

事業所訪問入浴サービス
伊勢崎市昭和町３９２８ 訪問入浴介護

アースサポート株式会社

アースサポート株式会社

高崎住宅サービスセン

ター

高崎市井野町１７８－１８ 訪問入浴介護

有限会社ＣＯＣＯ－ＬＯ
訪問看護ステーションコ

コロ
桐生市桐生町１－２３６－４ 訪問看護

医療法人緑成会杉本病院 デイサービスさわやか 前橋市六供町１－１１－１３ 通所介護

株式会社メデカジャパン 前橋ケアセンターそよ風 前橋市箱田町４２８－１
通所介護、短期入

所生活介護

タクミ工業株式会社
デイサービスセンターベ

ルジ高崎
高崎市問屋町１－７－３ 通所介護

株式会社ＯＭＧ 健康サポートげんき榛名町 群馬郡榛名町下里見１４０３－１ 通所介護

株式会社ホソヤ
株式会社ホソヤ尚久デイ

サービスセンター
富岡市富岡２９２－７ 通所介護

特定非営利活動法人お互

いさまネットワーク

デイサービスセンター喜

楽
館林市北成島町１８２９－１ 通所介護

医療法人香内医院
通所リハビリテーション

ルルド
富岡市七日市５５５－１

通所リハビリテー

ション

インターネット版



第 号群 馬 県 報3 8297平成　 年　月　日（火）17 7 12

株式会社オギノ電子工業
グループホームハーモ

ニー
甘楽郡下仁田町馬山２４９５－１

認知症対応型共同

生活介護

有限会社ひまわり介護

サービス

グループホーム太田サン

フラワー
太田市台之郷町３０７

認知症対応型共同

生活介護

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者及び当該指定に係る

居宅介護支援事業を行う事業所を平成１７年７月１日、次のとおり指定した。

　　平成１７年７月１２日

群馬県知事　小　寺　弘　之　　

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地

株式会社メデカジャパン 前橋ケアセンターそよ風 前橋市箱田町４２８－１

社会福祉法人タービュランス

福祉会
デイサービス南八幡友の家 高崎市山名町１４７－１

有限会社さくら介護支援サー

ビスセンター

有限会社さくら介護支援サービス

センター伊勢崎
伊勢崎市東町２３８６－２

群馬郵便逓送株式会社 ケアプランセンターふる里 太田市長岡町１２１２－１

株式会社ＯＭＧ
健康サポートげんき居宅介護支援

センター榛名町
群馬郡榛名町下里見１４０３－１

医療法人坂上健友会 おおど介護支援センター 吾妻郡吾妻町大戸１３－１

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業規程の変

更を次のとおり承認した。

　　平成１７年７月１２日

群馬県知事　小　寺　弘　之　　

１　農地保有合理化法人の名称　はぐくみ農業協同組合

２　変更理由　農業経営基盤強化促進法関係事務に係る処理基準の一部改正に基づく改正

３　承認年月日　平成１７年６月２４日

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業規程の変

更を次のとおり承認した。

　　平成１７年７月１２日

                                                            　　　　　　群馬県知事　小　寺　弘　之　

１　農地保有合理化法人の名称　甘楽富岡農業協同組合

２　変更理由　農業経営基盤強化促進法関係事務に係る処理基準の一部改正に基づく改正

３　承認年月日　平成１７年６月２７日
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　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業規程の変

更を次のとおり承認した。

　　平成１７年７月１２日

群馬県知事　小　寺　弘　之　　

１　農地保有合理化法人の名称　財団法人群馬県農業公社

２　変更理由　県の組織改正に伴う関係機関の名称変更

３　承認年月日　平成１７年６月３０日

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、細野原土地改良区の定款変更を平成１

７年６月２７日認可した。

　　平成１７年７月１２日

群馬県知事　小　寺　弘　之　　

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、県営赤城西麓羽場坂土地改良事業計画

（農業用用排水・区画整理）を定めたので、同条第５項の規定により関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　　平成１７年７月１２日

群馬県知事　小　寺　弘　之　　

１　縦覧に供する書類　県営赤城西麓羽場坂土地改良事業計画書写し

２　縦覧に供する期間　平成１７年７月１３日から平成１７年８月１０日まで

３　縦覧に供する場所  赤城村役場

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第１項の規定により、

赤城村営清水土地改良事業（区画整理）の施行を適当と決定した。

　なお、同条第６項の規定により次のとおり関係書類を縦覧に供する。

　　平成１７年７月１２日

群馬県知事　小　寺　弘　之　　

１　縦覧に供する書類　土地改良事業計画書写し

２　縦覧に供する期間　平成１７年７月１３日から平成１７年８月１０日まで

３　縦覧に供する場所  赤城村役場

選挙管理委員会告示

◉群馬県選挙管理委員会告示第５４号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項第１号の規定により届出のあった政治団体の名称等

は、次のとおりである。

　　平成１７年７月１２日

群馬県選挙管理委員会委員長　河　村　昭　明　　

　その他の政治団体

政治団体の名称
代表者の

氏　　名

会計責任者の

氏　　　　名
主たる事務所の所在地

宇翼會 石原光 植竹聡嗣 前橋市樋越町７３８－７
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勤皇維新同盟常立塾 酒田富雄 鈴川政則 前橋市元総社町２－９－１－２０４

小林玉男後援会 小林玉男 新木善平 沼田市白沢町下古語父７８６

柿沼正明後援会 柿沼正明 小林はる子 太田市小舞木町３７７

　備考　柿沼正明後援会は、総務大臣届出から変更された政治団体である。

◉群馬県選挙管理委員会告示第５５号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。

　　平成１７年７月１２日

群馬県選挙管理委員会委員長　河　村　昭　明　　

　政党の支部

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧

自由民主党群馬県ＬＰガス支部 主たる事務所の所在地

前橋市大渡町１－１０－

７群馬県公社総合ビル６

階

前橋市大渡町１－１０－

７群馬県公社総合ビル４

Ｆ

会計責任者 荻原次夫 角田勝美

自由民主党保育推進連盟群馬県

支部

代表者 田中公正 山田佳弘

会計責任者 田中常順 田中祥順

　その他の政治団体

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧

黒沢孝行後援会 主たる事務所の所在地
太田市藤阿久町９１４－

１９
太田市西本町４７－２０

黒沢孝行を育てる会 主たる事務所の所在地
太田市藤阿久町９１４－

１９
太田市西本町４７－２０

群馬県ＬＰガス政治連盟 主たる事務所の所在地

前橋市大渡町１－１０－

７群馬県公社総合ビル６

階

前橋市大渡町１－１０－

７群馬県公社総合ビル４

Ｆ

会計責任者 荻原次夫 角田勝美

群馬県中小企業政策懇話会 主たる事務所の所在地 前橋市大手町３－３－１
前橋市大手町３－３－１

群馬県中小企業会館４Ｆ

代表者 曽我隆一 岸　正路

藤岡多野医師連盟 代表者 江原洋一 若林秀昭

会計責任者 山崎恒彦 江原洋一

インターネット版



第 号8297 6群 馬 県 報平成　 年　月　日（火）17 7 12

つねぎ恒男後援会 代表者 常木定男 髙山茂二

全日本不動産政治連盟群馬県本

部
会計責任者 登山幹男 山田孝夫

小嶋英明後援会 政治団体の名称 小嶋英明後援会 小島英明後援会

代表者 小嶋英明 小島英明

会計責任者 黒岩正勝 関　伸一

群馬県興農政治連盟 代表者 奥木功男 新井昌一

針谷進推せん会 会計責任者 武川光雄 金子泰三

群馬県看護連盟 政治団体の名称 群馬県看護連盟 日本看護連盟群馬県支部

主たる事務所の所在地
前橋市上泉町１８５８－

７

群馬郡榛名町上里見７３

０

◉群馬県選挙管理委員会告示第５６号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体は、次

のとおりである。

　　平成１７年７月１２日

群馬県選挙管理委員会委員長　河　村　昭　明　　

　その他の政治団体

政治団体の名称
代表者の

氏　　名

会計責任者の

氏　　　　名
主たる事務所の所在地

勤皇維新同盟常立塾 酒田富雄 鈴川政則 前橋市本町１－１０－５　１Ｆ

小林玉男後援会 小林玉男 新木善平 沼田市白沢町下古語父１３００－１

◉群馬県選挙管理委員会告示第５７号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。

　　平成１７年７月１２日

群馬県選挙管理委員会委員長　河　村　昭　明　　

　その他の政治団体

資金管理団体の名称 　主たる事務所の所在地 代表者の氏名 公職の種類

資金管理団体

の届出をした

者の氏名

小林玉男後援会 沼田市白沢町下古語父７８６ 小林玉男 沼田市議会議員 小林玉男
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柿沼正明後援会 太田市小舞木町３７７ 柿沼正明 衆議院議員 柿沼正明

◉群馬県選挙管理委員会告示第５８号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項の規定により届出のあった資金管理団体の異動事

項は、次のとおりである。

　　平成１７年７月１２日

群馬県選挙管理委員会委員長　河　村　昭　明　　

　その他の政治団体

資金管理団体の名称 異 動 事 項 新 旧

黒沢孝行後援会 主たる事務所の所在地
太田市藤阿久町９１４－

１９
太田市西本町４７－２０

小嶋英明後援会 資金管理団体の名称 小嶋英明後援会 小島英明後援会

代表者 小嶋英明 小島英明

◉群馬県選挙管理委員会告示第５９号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第１号の規定により資金管理団体指定取消しの届

出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。

　　平成１７年７月１２日

群馬県選挙管理委員会委員長　河　村　昭　明　　

　その他の政治団体

資金管理団体の名称 　主たる事務所の所在地 代表者の氏名 公職の種類

資金管理団体

の届出をした

者の氏名

小林玉男後援会
沼田市白沢町下古語父１３００

－１
小林玉男 沼田市議会議員 小林玉男

監査委員公告

◉監査公表第４号
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、監査の結果に基づく措置状況につい

て通知があったので、次のとおり公表する。

　　平成１７年７月１２日

群馬県監査委員　岸　　　　　賢　　

同　　　　　　　富　岡　惠美子　　

同　　　　　　　五十嵐　清　隆　　

同　　　　　　　星　野　　　寛　　

注意事項（講じた措置）

　(1)　支出事務について（１件）

　　　手当の支給期間（チェック体制の強化）
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　(2)　契約事務について（３件）

　　ア　契約手続及び支払（事務処理の適正化）

　　イ　実施手続（２件）（審査の強化及び諸規程の周知徹底）

　(3)　設計積算について（１件）

　　　仮設工の日数（適正な歩掛の適用及びチェック体制の強化）

　(4)　財務事務について（１件）

　　　貸付金の事務処理（事務処理の適正化）
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